
様式第二号の八（第八条の四の五関係）

滋賀県知事 殿

提出者

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

(日本産業規格　Ａ列4番）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

住 所

氏 名

電話番号

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

別添１ 処理工程図のとおり

（第1面）

①事　業　の　種　類

②事　業　の　規　模

③従　 業　 員 　数

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

産業廃棄物処理計画書

令和7年6月30日

大阪市中央区平野町一丁目5番7号

（株）長谷工コーポレーション　関西

関西建設部門 常務執行役員 金円富士雄

06-6203-4985

（株）長谷工コーポレーション関西　

（該当管轄内事業所）

令和7年4月1日～令和8年3月31日

06　総合建設業

2,721,836,000円

567名（社員及び派遣社員　3月31日付）



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

・場内にて脱水後、排出した（汚泥）
・資材・商品の作業所搬入の際の梱包材を省力化し、排出量を削減した（廃プラ・ダンボール・建設系混合廃棄
物）
・分別収集の徹底により建設系混合廃棄物の排出量を削減した（建設系混合廃棄物）
・場内で再利用できる資材は極力再利用の徹底をはかった（廃プラ）
・配管材・衛生器具・家具等の梱包をなくし発生を抑えた（廃プラ・ダンボール・建設系混合廃棄物）
・プレカット・ユニット化を促進、作業所での加工をなくすことで廃棄物の発生を抑えた（廃プラ・金属くず・建
設系混合廃棄物）

・上記取り組みをさらに推進・強化する。

－

排    出    量

・廃プラ、ダンボール、金属くず、ガラスくず、がれき類、混合廃棄物
等の分別の徹底を推進。
・廃プラスチック類の細分別の実施。

・上記取り組みをさらに推進・強化する。

（第2面）

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

別添２ 管理体制図のとおり

①現状

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり －

排    出    量



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組）

①現状

②計画

産業廃棄物の種類

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

・特になし

（第3面）

②計画

①現状

産業廃棄物の種類

－

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

－

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－

－

・特になし

－

－

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

－

・特になし

－

－

－

－

－

－

・特になし

－

－

－



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

（第4面）

①現状

産業廃棄物の種類 －

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類 －

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

別紙集計表のとおり

全 処 理 委 託 量

・特になし

・新規業者採用の際、過去の処理実績・取引先を重視して審査を実施し
た
・リサイクル率の高い処理業者を優先的に採用した
・電子マニフェスト登録されている業者を採用した
・新規業者の採用を控え、現在取引のある業者には随時処理状況の現地
確認を行った
・優良認定業者を優先的に採用した

－

－

・特になし

－

－

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処  理  委  託  量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第5面）

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

※事務処理欄

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処  理  委  託  量

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

・現状の取り組みを継続して実施していく。



別添１ 処理工程図

第1面

④産業廃棄物の一連の処理の工程

・建設汚泥→再生処理業者に委託して、脱水・固化等により再資源化

・廃プラスチック類→再生処理業者に委託して、破砕し、RPF化により再資源化、または焼却により熱回収

・廃プラスチック類→再生処理業者に委託して、破砕・焼成し、セメント原材料、再生砕石、骨材として

　再資源化

・廃プラスチック類→再生処理業者に委託して、選別・破砕・減容固化し、再生燃料として再資源化

・木くず→再生処理業者に委託して、破砕し、パーティクルボードとして再資源化

・木くず→再生処理業者に委託して、破砕・選別し、パルプ原料として再資源化

・木くず→再生処理業者に委託して、選別・破砕し、燃料用チップとして再資源化

・紙くず→再生処理業者に売却して、破砕・溶解し、再生紙原料として再資源化

・紙くず→再生処理業者に売却して、破砕し、再生燃料として再資源化

・金属くず→再生処理業者に売却して、破砕し、製鋼原料として再資源化

・繊維くず（廃畳類）→中間処理業者に委託して、破砕し、埋立処分

・ガラス・陶磁器くず→再生処理業者に委託して、選別・破砕し、再生路盤材として再資源化

・ガラス・陶磁器くず→再生処理業者に委託して、破砕し、路盤材原料として再資源化

・その他がれき類→再生処理業者に委託して、破砕し、再生砕石として再資源化

・がれき類（コンクリート塊）→再生処理業者に委託して、破砕し、再生砕石として再資源化

・がれき類（アスファルト･コンクリート塊）→再生処理業者に委託して、破砕し、アスファルト骨材として

　再資源化

・がれき類（アスファルト･コンクリート塊）→再生処理業者に委託して、破砕し、一般販売

・廃石膏ボード→再生処理業者に委託して、破砕し、セメント原材料として再資源化

・廃石膏ボード→再生処理業者に委託して、破砕し、再生ボード原料として再資源化

・石綿含有（がれき類）→最終処分業者に委託して、埋立処分

・石綿含有（ガラス・陶磁器くず）→最終処分業者に委託して、埋立処分

・石綿含有（廃プラスチック類）→最終処分業者に委託して、埋立処分

・混合廃棄物（管理型）→中間処理施設において分級・縮減後、再生処理業者に委託して再資源化

　と最終処分業者に委託して埋立処分



別添２ 管理体制図

第2面－1
産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
 （管理体制図）
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産業廃棄物処理計画書 別紙集計表

現状：前年度（令和6年度）実績量

計画：今年度（令和7年度）計画量（目標） 単位：トン

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

汚泥 11,649.00 10,484.10 － － － － － － － － 11,649.00 10,484.10 0.00 0.00 11,649.00 10,484.10 0.00 0.00 0.00 0.00

コンクリート片 1,358.44 1,222.60 － － － － － － － － 1,358.44 1,222.60 951.36 856.22 1,358.44 1,222.60 0.00 0.00 0.00 0.00

アス・コン片 8.88 7.99 － － － － － － － － 8.88 7.99 8.88 7.99 8.88 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00

その他がれき類 5.92 5.33 － － － － － － － － 5.92 5.33 5.92 5.33 5.92 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00

建設混合廃棄物（管理型） 14.56 13.10 － － － － － － － － 14.56 13.10 14.30 12.87 14.56 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 13,036.80 11,733.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,036.80 11,733.12 980.46 882.41 13,036.80 11,733.12 0.00 0.00 0.00 0.00

産業廃棄物の種類

排出抑制 自ら行う中間処理 処理の委託

自ら再生利用を
行った(行う)量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行った(行う)量排 出 量

自ら熱回収を
行った(行う)量

自ら中間処理により

減量した(する)量 全 処 理 委 託 量
優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
再生利用業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量


